
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第１９０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年６月２９日 １８時１７分ごろ 

発生場所 山口県防府市 周防
すおう

野島
のしま

灯台から真方位１４９°２０,４００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４６.９′ 東経１３１°４８.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年７月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）

を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 KEOYOUNG
ケ ヨ ン

 GRACE
グレース

（大韓民国）、７４０トン 

９０１７１７３（IMO番号）、KEOYOUNG SHIPPING CO ,LTD 

Ｂ 漁船 忠
ただ

弘
ひろ

丸、４.８トン 

ＹＧ３－５２０４４（漁船登録番号）、個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長、大韓民国海技免許 

Ａ 一等航海士、大韓民国海技免許 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 左舷船首外板擦過傷 

Ｂ 左舷船首部破口 

事故等の経過  Ａ船は、針路約２８０°約９.３ノット（kn）の速力で西進中、Ｂ船は、

底引き網漁のため針路約１３３°約２kn の速力でえい
．．

網中、平成２１年

６月２９日１８時１７分ごろ、姫島北東沖において、Ａ船の左舷船首部と

Ｂ船の左舷船首部とが衝突した。 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風力 ５、視界 良好 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、姫島北東沖を西進中、一等航海士Ａが、

右舷方の適切な見張りを行っていなかったため、

Ｂ船に気付かなかった可能性があると考えられ

る。 

Ｂ船は、えい
．．

網して南東進中、船長Ｂが、Ｂ船

は漁ろう中なので、他船が避けてくれるものと思

い込んでいたため、船橋内のテレビを見ていて、

左舷方の見張りを行っていなかった可能性があ

ると考えられる。 

原因  本事故は、姫島北東沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が漁ろう中、Ａ船

が右舷方の見張りを行わずに航行し、また、Ｂ船が左舷方の見張りを行っ

ていなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考

えられる。 

 




